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関西外国語大学大学院学則 
 

第 １ 章  総 則 

（趣 旨） 

第 １ 条  この学則は、関西外国語大学学則（以下「大学学則」という）第６条にもとづき、

大学院に関する事項を定める。 

（目 的） 

第 ２ 条  本学は、建学の理念に則り、公正な世界観にもとづき時代と社会の要請に応えて

いく実学の教授研究を通して、国際社会に貢献できる豊かな教養を備えた人材を育

成することを目的とする。 

２  本大学院は、前項の目的を達成するため、確かな教育能力と研究能力を兼ね備え

た大学教員、高度な専門的知識・能力を持つ高度専門職業人、地域等の知識基盤社

会を多様に支える高度で知的な素養のある教養人等の人材を養成する。 

（自己点検・評価等） 

第 ３ 条  本大学院は、教育研究水準の向上を図り、その目的および社会的使命を達成する

ため、学校教育法第１０９条第１項に規定する教育研究等の状況について自ら点検

および評価を行い、その結果を公表する。 

２  前項の点検および評価を行うにあたっての項目の設定、実施体制等に関し必要な

事項は自己点検・自己評価実施要項に定める。 

（認証評価機関による評価） 

第 ４ 条  本大学院は、前条の措置に加え、学校教育法第１０９条第２項に規定する認証評

価機関による認証評価を受ける。 

２  認証評価は、７年以内の期間ごとに、適切な時期を設定して受ける。 

（情報の公表） 

第 ５ 条  本大学院は、教育研究活動等の状況について、広く周知を図ることができる方法

によって公表する。 

（教育内容等の改善のための組織的な研修等） 

第 ６ 条  本大学院は、授業および研究指導の内容および方法の改善を図るための組織的な

研修および研究を実施する。 

２  教育内容等の改善のための組織的な研修に関し必要な事項は関西外国語大学フ

ァカルティ・ディベロップメント委員会規程に定める。 

（大学院委員会） 

第 ７ 条  本大学院に大学院委員会（以下「委員会」という）を置く。委員会は、学長、副

学長、研究科長および大学院担当の教授をもって組織する。ただし、必要に応じて

その他職員を加えることがある。 

第 ８ 条  委員会は、教育研究に関する重要な事項について審議する機関であり、決定権者

である学長に対して、教育研究に関する専門的な観点から意見を述べる。 

２  委員会は、学生の入学、修了、学位の授与その他教育研究に関する重要な事項

で委員会の意見を聴くことが必要であると学長が定めるものについて、学長が決

定するにあたり意見を述べる。 

３  委員会は、前項に規定するもののほか、学長がつかさどる教育研究に関する事項

について審議し、および学長の求めに応じ、意見を述べることができる。 
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４  委員会に関し必要な事項は大学院委員会規程に定める。ただし、第２項に規定す

る学長が定めるものについては学長裁定で定める。 

（教員連絡会議） 

第 ９ 条  本大学院に教育研究、大学運営等に関する事項について報告および連絡する機関

として、教員連絡会議を置く。 

      ２  教員連絡会議に関し必要な事項は教員連絡会議規程に定める。 

（各種委員会） 

第１０条  各種委員会を置くことができる。 

２  各種委員会に関し必要な事項は別に定める。 

 

第 ２ 章  課程、研究科、専攻等 

（課 程） 

第１１条  本大学院に博士課程を置く。 

２  博士課程は、前期２年および後期３年の課程に区分し、前期２年の課程はこれを

修士課程として取り扱う。 

３  博士課程の前期２年の課程を博士前期課程、後期３年を博士後期課程と称する。 

（課程の目的） 

第１２条  博士前期課程は、広い視野に立って精深な学識を授け、専攻分野における研究能

力または高度の専門性が求められる職業を担うための卓越した能力を培うことを

目的とする。 

２  博士後期課程は、専攻分野について研究者として自立して研究活動を行い、また

は高度の専門性を要する職業等に必要な能力およびその基礎となる豊かな学識を

養うことを目的とする。 

（研究科および専攻） 

第１３条  本大学院に、次の研究科および専攻を置く。 

      外国語学研究科 英語学専攻 

    言語文化専攻 

（教育上の目的等） 

第１４条  本大学院の人材養成目的については、次の各号のとおり定める。 

(1) 博士前期課程では、高度な言語運用能力を基盤とし、国際社会に貢献する豊か

な教養を備えた人材を養成することを目的とする。具体的には、グローバル社会

において地域社会を支える、豊かな外国語コミュニケーション能力を備えた高度

専門職業人としての中・高英語教員、また博士後期課程に進学し、知識基盤社会

の中核となる専門人材としての教育能力と研究能力を兼ね備えた教育者（大学教

員等）になるための素地を養成する。 

(2) 博士後期課程では、高度な言語運用能力を基盤とし、国際社会に貢献する豊か

な教養を備えた人材を育成することを目的とする。具体的には、今日のグローバ

ル化社会において、教育を担う者としての自覚や意識の涵養と学生に対して教育

を施すための確かな能力と自立して研究活動を行うことのできる能力を兼ね備

えた教育者（大学教員等）などとして活躍できる優れた人材を養成する。 

２  前項の教育上の目的等にかかる達成目標等を学生の態様に応じて定め、学生に明

示する。 
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（入学定員および収容定員） 

第１５条  本大学院の入学定員および収容定員は、次のとおりとする。 

 
研究科名 専攻名 

博士前期課程 博士後期課程 

 入学定員 収容定員 入学定員 収容定員 

 外国語学研究科 英語学専攻 １５ ３０ ３ ９ 

 言語文化専攻 ２０ ４０ ３ ９ 

 合   計 ３５ ７０ ６ １８ 

 

第 ３ 章  修業年限、在学年限、学年、学期および休業日 

（修業年限） 

第１６条  博士課程の修業年限は５年とする。 

２  博士前期課程の修業年限は２年とし、また博士後期課程の修業年限は３年とする。 

（在学年限） 

第１７条  本大学院における在学年限は、博士前期課程は４年、博士後期課程は６年を超え

ることはできない。 

（学 年） 

第１８条  学年は４月１日に始まり、翌年３月３１日に終わる。ただし、第２１条の規定に

より９月に入学した者の学年は、９月１日に始まり、翌年８月３１日に終わる。 

（学 期） 

第１９条  学年を次の２学期に分ける。 

      春学期   ４月１日から８月３１日まで 

      秋学期   ９月１日から翌年３月３１日まで 

（学生の休業日） 

第２０条  授業を行わない日（以下「休業日」という）は日曜日とする。 

２  前項以外の休業日は、学長が第１８条に規定する学年の初めに学年暦において定

める。 

３  学長は、必要がある場合、前２項の休業日を臨時に変更し、または臨時に定める

ことができる。 

 

第 ４ 章  入 学 

（入学の時期） 

第２１条  入学の時期は、学年の始めとする。ただし、あらかじめ志願する者については、

９月とすることができる。 

（入学資格） 

第２２条  本大学院の博士前期課程に入学することのできる者は、次の各号のいずれかに該

当する者でなければならない。 

(1) 学校教育法第８３条に定める大学を卒業した者 

(2) 学校教育法第１０４条第４項の規定により学士の学位を授与された者 

(3) 外国において、学校教育における１６年の課程を修了した者 

(4) 外国の学校が行う通信教育における授業科目をわが国において履修すること

により当該外国の学校教育における１６年の課程を修了した者 

(5) わが国において、外国の大学の課程（その修了者が当該外国の学校教育におけ
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る１６年の課程を修了したとされるものに限る）を有するものとして当該外国の

学校教育制度において位置付けられた教育施設であって、文部科学大臣が別に指

定するものの当該課程を修了した者 

(6) 専修学校の専門課程（修業年限が４年以上であること、その他の文部科学大臣

が定める基準を満たすものに限る）で文部科学大臣が別に指定するものを文部科

学大臣が定める日以後に修了した者 

(7) 文部科学大臣の指定した者 

(8) 大学に３年以上在学した者であって、単位を優秀な成績で修得したと本大学院

が認めた者 

(9) 本大学院において、個別の入学資格審査により、大学を卒業した者と同等以上

の学力があると認めた者で、２２歳に達したもの 

第２３条  本大学院の博士後期課程に入学することのできる者は、次の各号のいずれかに該

当する者でなければならない。 

(1) 修士の学位または専門職学位を有する者 

(2) 外国において修士の学位または専門職学位に相当する学位を授与された者 

(3) 外国の学校が行う通信教育における授業科目をわが国において履修し、修士の

学位または専門職学位に相当する学位を授与された者 

(4) わが国において、外国の大学院の課程を有するものとして当該外国の学校教育

制度において位置付けられた教育施設であって、文部科学大臣が別に指定するも

のの当該課程を修了し、修士の学位または専門職学位に相当する学位を授与され

た者 

(5) 文部科学大臣の指定した者 

(6) 本大学院において、個別の入学資格審査により、修士の学位または専門職学位

を有する者と同等以上の学力があると認められた者で、２４歳に達したもの 

（入学の出願） 

第２４条  本大学院への入学を志願する者は、所定の期日までに、入学願書に別表第３に定

める入学検定料および別に定める書類を添えて願い出なければならない。 

（入学志願者の選抜） 

第２５条  前条の入学志願者については、大学院入学者選抜規程により選抜を行う。 

（入学手続および入学許可） 

第２６条  前条の選抜による合格者は、委員会の議を経て、学長が決定する。 

２  合格の通知を受けた者は、別に定めるところにより、所定の期日までに入学手続

書類を提出するとともに別表第４に定める入学金その他納付金を納めなければな

らない。 

３  前項の入学手続を完了した者に、学長が入学を許可する。 

（再入学） 

第２７条  本大学院への再入学を志願する者があるときは、選考のうえ、学年の始めにおい

て相当年次に入学を許可することがある。 

２  前項により再入学することのできる者は、第４４条により本大学院を退学し２年

以内の者とする。 

（再入学の出願、入学者選考、入学手続および入学許可） 

第２８条  再入学の出願、入学者選考、入学手続および入学許可は、第２１条および第２４

条から第２６条までの規定を準用する。 
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第 ５ 章  教育課程および履修方法等 

（教育課程の編成方針） 

第２９条  本大学院の教育上の目的を達成するために必要な授業科目を開設するとともに、

学位論文等に対する指導を行うなど、体系的に教育課程を編成する。 

（教育方法） 

第３０条  本大学院の教育は、授業科目および学位論文等の作成に対する指導によって行う。 

（成績評価基準等の明示等） 

第３１条  授業および研究指導の方法および内容ならびに１年間の授業および研究指導の

計画は、学生に対してあらかじめ明示する。 

２  学修の成果および学位論文にかかる評価ならびに修了の認定にあたっては、客観

性および厳格性を確保するため、学生に対してその基準をあらかじめ明示するとと

もに、当該基準にしたがって適切に行う。 

（教育課程の編成方法） 

第３２条  教育課程は、各授業科目を必修科目、選択科目および自由科目に分け、これを各

年次に配当して編成する。 

２  授業科目を専門科目、専門演習科目および自由科目に区分する。 

３  授業科目および単位数は、別表第１および第２のとおり定める。 

（単位計算方法） 

第３３条  各授業科目の単位数は、１単位の授業科目を４５時間の学修を必要とする内容を

もって構成することを標準とし、授業の方法に応じ、当該授業による教育効果、授

業時間外に必要な学修等を考慮して、次の基準により単位数を計算する。 

    (1) 講義および演習については１５時間の授業をもって１単位とする。 

    (2) 実習については３０時間の授業をもって１単位とする。 

（単位の授与） 

第３４条  授業科目を履修し授業ごとに実施する試験に合格した者には、所定の単位を与え

る。成績評価は第４０条にもとづき行う。 

２  試験に関し必要な事項は大学院試験規程に定める。 

（履修方法） 

第３５条  課程における履修方法に関し必要な事項は大学院履修規程に定める。 

（履修科目の登録の上限） 

第３６条  学生が１学期間に履修科目として登録できる単位数の上限は、大学院履修規程に

定める。 

（教職課程） 

第３７条  本大学院の博士前期課程英語学専攻に教員免許状の資格を得させるための課程

を置く。 

２  中学校教諭一種免許状（英語）または高等学校教諭一種免許状（英語）の資格を

有する者で、専修免許状を取得しようとする者は、教育職員免許法および同施行規

則により定める別表第２に定める教科又は教職に関する科目から２４単位以上を

修得しなければならない。 

３  本大学院において当該所要資格を取得できる教員の免許状の種類は、次のとおり

とする。 
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 教員免許状の種類 免許教科     

 中学校教諭専修免許状 英語     

 高等学校教諭専修免許状 英語     

４  履修方法に関し必要な事項は大学院履修規程に定める。 

（他の大学院における授業科目の履修等） 

第３８条  本大学院が教育上有益と認めるときは、他の大学院の授業科目を履修させること

ができる。 

２  前項の規定により履修した授業科目について修得した単位は、１０単位を超えな

い範囲で本大学院における授業科目の履修により修得したものとみなすことがで

きる。 

３  前２項の規定は、学生が、外国の大学院に留学する場合について準用する。 

４  前３項に定める他の大学院の履修等に関し必要な事項は大学院履修規程に定め

る。 

（入学前の既修得単位の認定） 

第３９条  本大学院が教育上有益と認めるときは、学生が本大学院に入学する前に大学院に

おいて履修した授業科目について修得した単位（科目等履修生制度により履修した

単位を含む）を、本大学院に入学した後の本大学院における授業科目の履修により

修得したものとみなすことができる。 

２  前項の規定により授業科目について履修した単位は、１０単位を超えない範囲で

本大学院において履修したものとみなすことができる。 

３  他の大学院における修得単位および入学前の既修得単位は、合わせて１０単位を

超えないものとする。 

４  前３項に定める入学前の既修得単位の認定等に関し必要な事項は大学院履修規

程に定める。 

（成 績） 

第４０条  履修成績の基準は次のとおりとする。 

      優   １００ 点～ ８０ 点 

      良    ７９ 点～ ７０ 点     合 格 

      可    ６９ 点～ ６０ 点 

      不可    ５９ 点～  ０ 点     不合格 

 

第 ６ 章  留学、休学および退学等 

（留 学） 

第４１条  留学とは、外国の大学院およびそれらに相当する高等教育機関との協定または合

意にもとづき、当該大学院の授業科目を履修し、もしくは研究指導を受けることを

いう。 

２  本大学院が教育上有益と認めるときは、留学を希望する者に対して、学長が留学

を許可する。 

３  留学期間は１年を限度として本学の在学期間に算入する。 

４  留学期間中、学生は授業料その他学生納付金を全額納入しなければならない。 

５  留学期間中、留学先の大学院等において修得した単位は、第３８条の規定を準用

する。 

（休 学） 

第４２条  病気その他のやむを得ない理由により長期にわたって学修することできない者
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は、学長の許可を得て、休学することができる。 

２  休学期間は１学期または１学年を区分とし、博士前期課程は２年、博士後期課程

は３年を超えることができない。 

３  休学期間は在学期間に算入しない。 

４  休学期間中は授業料および教育充実費の全額を免除する。ただし、別表第４に定

める在籍料を納付しなければならない。 

５  休学の手続に関し必要な事項は学生細則に定める。 

（復 学） 

第４３条  休学している者が復学を願い出たときは、学長が復学を許可することができる。 

２  復学の手続に関し必要な事項は学生細則に定める。 

（退 学） 

第４４条  病気その他のやむを得ない理由等自己都合により退学しようとする者は、学長の

許可を得なければならない。ただし、死亡の場合は、保証人の届出により退学とす

る。 

２  退学の手続に関し必要な事項は学生細則に定める。 

（除 籍） 

第４５条  次の各号のいずれかに該当する者は、学長が除籍する。 

(1) 授業料その他納付金納付の義務を怠り届け出なくして滞納３０日に及ぶ者 

(2) 第１７条に規定する在学年限を超えた者 

(3) 第４２条第２項に規定する休学期間を超えた者 

(4) 行方不明者 

 

第 ７ 章  課程の修了および学位の授与 

（修了要件） 

第４６条  博士前期課程の修了要件は、当該課程に２年以上在学し、所定の単位３４単位以

上を修得し、必要な研究指導を受けたうえ、修士論文の審査および試験に合格する

こととする。ただし、在学期間に関しては、優れた業績を上げた者については、１

年以上在学すれば足りるものとする。 

２  前項の場合において、当該課程の目的に応じ適当と認められたときには、特定の

課題についての研究成果の審査をもって修士論文の審査に代えることができる。 

第４７条  博士後期課程の修了要件は、当該課程に５年（博士前期課程または修士課程を修

了した者にあっては、当該課程における２年間の在学期間を含む）以上在学し、所

定の単位１６単位以上を修得し、必要な研究指導を受けたうえ、博士論文の審査お

よび試験に合格することとする。ただし、在学期間に関しては、優れた研究業績を

上げた者については、大学院に３年（博士前期課程あるいは修士課程に２年以上在

学し、当該課程を修了した者にあっては、当該課程の２年の在学期間を含む）以上

在学すれば足りるものとする。 

２  前条第１項ただし書きの規定による在学期間をもって博士前期課程または修士

課程を修了した者の本大学院の当該課程の修了要件は、博士前期課程または修士課

程における在学期間に３年を加えた期間以上在学し、所定の単位１６単位以上を修

得し、必要な研究指導を受けたうえ、博士論文の審査および試験に合格することと

する。ただし、在学期間に関しては、優れた研究業績を上げた者については、当該

課程に１年以上在学すれば足りるものとする。 
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第４８条  博士後期課程に所定の年限以上在学し、所定の単位１６単位以上を修得し、必要

な研究指導を受けたうえで退学した者には、研究指導終了退学証明書を交付する

ことができる。 

（学位論文の審査および学位に関する試験の方法等） 

第４９条  修士論文または特定の課題についての研究成果（以下「修士論文等」という）

は、本大学院に１年以上在学し、履修授業科目について所定の単位を修得した者

があらかじめ修士論文等の主題とその研究計画書を提出しなければこれを提出す

ることができない。 

第５０条  修士論文等の審査および試験は、本大学院の定める審査員によりこれを行う。 

第５１条  修士論文等は、専攻の専門分野における深い学識と研究能力とを証左するに足り

るものをもって合格とする。 

第５２条  修士の学位に関する試験は、修士論文等の提出者の研究成果を確認する目的をも

って修士論文等を中心として行う。 

第５３条  修士論文等審査および最終試験の方法等については、関西外国語大学学位規程に

定める。 

第５４条  博士論文は、本大学院の博士後期課程を１年以内に修了する見込みの者が、あら

かじめ博士論文の計画について指導教員の承認を得、かつ外国語の学力に関する検

定に合格したうえでなければ、これを提出することができない。 

第５５条  博士論文の審査および試験は、本大学院の定める審査員によりこれを行う。 

第５６条  博士論文は、専攻分野について確かな教育能力および研究能力を兼ね備えた大学

教員等として自立して活動を行うに必要な高度の教育能力および研究能力ならび

にその基礎となる豊かな学識を証左するに足りるものをもって合格とする。 

第５７条  博士の学位に関する試験は、論文提出者の研究成果を確認する目的をもって博士

論文を中心として行う。 

第５８条  博士論文審査および最終試験の方法等については、関西外国語大学学位規程に定

める。 

（学位の授与） 

第５９条  修士の学位は、第４６条に定める修了要件を満たした者に、関西外国語大学学位

規程の定めるところにより学長がこれを授与する。 

第６０条  博士の学位は、第４７条に定める修了要件を満たした者に、関西外国語大学学位

規程の定めるところにより学長がこれを授与する。 

 

第 ８ 章  賞 罰 

（表 彰） 

第６１条  学生でよくその本分を尽くし、学力優秀、品行方正で他の学生の模範となる者は

表彰する。 

２  表彰に関し必要な事項は学生細則に定める。 

（懲 戒） 

第６２条  本学の規則に違反し、または学生としての本分に反する行為をした者には、行為

の軽重と教育上の必要を考慮して、学長が懲戒する。 
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２  前項の懲戒の種類は、退学、停学および譴責とする。 

３  前項の退学は、次の各号のいずれかに該当する者に対して行う。 

    (1) 性行不良で改善の見込みがないと認められる者 

    (2) 学業成績不良で成業の見込みがないと認められる者 

    (3) 正当な理由がなく出席常でない者 

    (4) 本学の秩序を乱し、その他学生としての本分に反した者 

４  懲戒に関し必要な事項は学生懲戒規程に定める。 

 

第 ９ 章  科目等履修生、研究生および外国人留学生 

（科目等履修生） 

第６３条  本大学院の学生以外の者で、本大学院における授業科目を履修することを志願す

る者があるときは、本大学院の教育に支障のない限り、選考のうえ、学長が科目等

履修生として許可する。 

２  科目等履修生に関し必要な事項は大学院科目等履修生規程に定める。 

（研究生） 

第６４条  本大学院の学生以外の者で、本大学院において特定事項に関する研究を志願する

者があるときは、本大学院の教育に支障のない限り、選考のうえ、学長が研究生と

して許可する。 

２  研究生に関し必要な事項は大学院研究生規程に定める。 

（外国人留学生） 

第６５条  大学院教育を受ける目的をもって入国し、本大学院に入学した外国人で正規課程

に在籍するものを外国人留学生とする。 

 

第１０章  学 生 納 付 金 

（授業料その他納付金の納付） 

第６６条  学生は、別表第４に定める授業料その他納付金を所定の期日までに納めなければ

ならない。 

２  授業料その他納付金の分納、延納または減免については、願い出により、これを

許可することがある。 

３  授業料は、欠席中または停学中であってもこれを減免しない。 

４  その他納付に関し必要な事項は大学院授業料その他納付金規程に定める。 

（授業料その他納付金の返還） 

第６７条  既納の授業料その他納付金は、原則として返還しない。ただし、在籍する学期前

にその期分の授業料その他納付金を前納していた場合で、その期が至る前に入学を

辞退し、または退学もしくは休学を願い出たときについては、大学院授業料その他

納付金規程に定めるところによる。 

２  退学、除籍の者であっても既納の授業料その他納付金は返還しない。未納のとき

は、直ちに納めなければならない。 

３  その他返還に関し必要な事項は大学院授業料その他納付金規程に定める。 

 

第１１章  奨 学 制 度 

（奨学制度） 

第６８条  本学に奨学制度を設ける。 
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２  奨学制度に関し必要な事項は別に定める。 

 

第１２章  研究指導施設等 

（大学院学生研究室） 

第６９条  本大学院にその研究目的を達成するために学生研究室を設ける。 

 

第１３章  雑 則 

（規程の準用） 

第７０条  この学則に定めるもののほか、本大学学則およびその他の規程を準用する。 

（改 廃） 

第７１条  この学則の改廃は理事会が行う。 

（細 則） 

第７２条  この学則の施行に関する細則その他必要な事項は別に定める。 

 

 

  附   則 

本大学院学則は、昭和 48 年 4 月 1 日から施行する。 

  改 正  昭和 49年 4 月 1 日         平成 3 年 9 月 15 日 

       昭和 51 年 4 月 1 日         平成 4 年 4 月 1 日 

       昭和 53 年 4 月 1 日         平成 5 年 4 月 1 日 

       昭和 54 年 4 月 1 日         平成 10 年 4 月 1 日 

       昭和 55 年 4 月 1 日         平成 11 年 4 月 1 日 

       昭和 56 年 4 月 1 日         平成 12 年 4 月 1 日 

       昭和 57 年 4 月 1 日         平成 13 年 4 月 1 日 

昭和 59 年 4 月 1 日         平成 15 年 4 月 1 日 

昭和 60 年 4 月 1 日         平成 16 年 4 月 1 日 

昭和 63 年 4 月 1 日         平成 17 年 12 月 1 日 

平成 元 年 4 月 1 日         平成 19 年 4 月 1 日 

平成 2 年 4 月 1 日          

 

  附   則 

１．この学則の改正は、平成２６年４月１日から施行する。 

２．この学則は、平成２６年４月入学生から適用し、それ以前の入学者については、従前ど

おりとする。 

 

  附   則 

この学則の改正は、平成２７年４月１日から施行する。 

 

  附   則 

１．この学則の改正は、平成２８年４月１日から施行する。 

２．別表第１および別表第２の規定は、平成２８年４月入学生から適用し、それ以前の入学

者については、従前どおりとする。 

 



別表第１　授業科目（第32条関係）

博士前期課程　英語学専攻 博士前期課程　言語文化専攻

科目 科目
区分 区分

４ ４

４ ４

４ ２

２ ２

２ ２

２ ２

２ ２

２ ２

２ ２

２ ２

２ ４

２ ４

２ ２

２ ２

２ ２

２ ２

２ ２

２ ２

２ ２

２ ２

２ ４

２ ４

４ ４

４ ２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

４

４

修士論文

特定課題研究

グローバル・コミュニケーション特別研究Ｅ

総合演習ⅠＡ

総合演習ⅠＢ

総合演習ⅡＡ

総合演習ⅡＢ

修士論文

特定課題研究

専
門
演
習
科
目

通訳技法Ａ

グローバル・コミュニケーション特別研究Ｄ

グローバル・コミュニケーション特別研究Ａ

グローバル・コミュニケーション特別研究Ｂ

国際関係学研究

国際ビジネス研究

マーケティング研究

日中対照言語学研究

日本語教授法Ａ

日本語教授法Ｂ

グローバル・コミュニケーション研究Ａ

グローバル・コミュニケーション研究Ｂ

専
門
演
習
科
目

専
　
門
　
科
　
目

総合演習ⅡＢ

英語コミュニケーション研究Ｂ

英語教育特別研究Ａ

英語教育特別研究Ｂ

英語教育特別研究Ｃ

英語教育特別研究Ｄ

英語学特別研究Ａ

意味論・語用論研究

英米文学・英米文化研究

第二言語習得論研究

英語学習達成度測定・評価研究

英語教員・学習者論研究

英語コミュニケーション研究Ａ

英語学特別研究Ｃ

総合演習ⅡＡ

英語学特別研究Ｂ

形態論・統語論研究

意味論・語用論研究

第二言語習得論研究

コミュニケーション文法論

スペイン語教授法Ａ

スペイン語教授法Ｂ

イベロアメリカ文学・文化研究Ａ

イベロアメリカ文学・文化研究Ｂ

イベロアメリカ政治・経済研究Ａ

英語学特別研究Ｄ

英語学特別研究Ｅ

総合演習ⅠＡ 英語ビジネス・コミュニケーションＡ

英語ビジネス・コミュニケーションＢ

単位数授業科目

形態論・統語論研究

コミュニケーション文法論

総合演習ⅠＢ

授業科目 単位数

専
　
門
　
科
　
目

イベロアメリカ政治・経済研究Ｂ

日本語形態論・統語論研究

日本語意味論・語用論研究

日本語表現法

通訳技法Ｂ

グローバル・コミュニケーション特別研究Ｃ

翻訳技法Ａ

翻訳技法Ｂ

言語文化特別研究Ａ

言語文化特別研究Ｂ

言語文化特別研究Ｃ

言語文化特別研究Ｄ

言語文化特別研究Ｅ
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博士後期課程　英語学専攻 博士後期課程　言語文化専攻

科目 科目
区分 区分

２ ２

２ ２

２ ２

２ ２

２ ２

２ ２

２ ２

２ ２

２ ２

２ ２

２ ２

２ ２

２ ２

２ ２

別表第２　教科又は教職に関する科目（第32条、第37条関係）

４ ○

４ ○

４ ○

２ ○

２ ○

２ ○

２ ○

２ ○

２ ○

２ ○

２ ○

２ ○

２ ○

単位数

言語文化特別研究ⅠＡ

言語文化特別研究ⅠＢ

言語文化特別研究ⅡＡ

英語教育学特別研究ⅡＢ 日本語学特別研究ⅡＢ

授業科目 単位数 授業科目

英語教育学特別研究ⅠＢ

英語教育学特別研究ⅡＡ

英語教育学特別研究ⅠＡ

言語文化特別研究ⅡＢ

日本語学特別研究ⅠＡ

日本語学特別研究ⅠＢ

日本語学特別研究ⅡＡ

専
門
演
習
科
目

特別総合演習ⅠＡ 専
門
演
習
科
目

特別総合演習ⅠＡ

特別総合演習ⅠＢ 特別総合演習ⅠＢ

特別総合演習ⅡＡ 特別総合演習ⅡＡ

特別総合演習ⅡＢ 特別総合演習ⅡＢ

専
　
門
　
科
　
目

英語学特別研究ⅠＡ

専
　
門
　
科
　
目

英語学特別研究ⅠＢ

英語学特別研究ⅡＡ

英語学特別研究ⅡＢ

科
目

自
由

高等教育論 科
目

自
由

高等教育論

大学教員論 大学教員論

免許法に定
める最低修
得単位数

免許状の種類
（教　科）

教科又は教職に関する科目 単位数 必修 備　　考

形態論・統語論研究

１科目４単位以上を
修得すること

意味論・語用論研究

英米文学・英米文化研究

選択

第二言語習得論研究

コミュニケーション文法論

英語学習達成度測定・評価研究

２４ 英語教員・学習者論研究

英語教育特別研究Ａ

英語教育特別研究Ｂ

英語教育特別研究Ｃ

英語教育特別研究Ｄ

 中学校教諭

 専修（英語）

 高等学校教諭

 専修（英語）

英語コミュニケーション研究Ａ

英語コミュニケーション研究Ｂ
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別表第３　入学検定料（第24条、第63条、第64条関係）

　

別表第４ 入学金、授業料その他納付金（第26条、第28条、第42条、第63条、第64条、第66条関係）

*1

*2

*3

*4

*5

*4

*6

１．本学学部から本大学院博士前期課程に入学する者および再入学する者の入学金は、１５０,０００

　円とする。

２．本大学院博士前期課程から進学する者の入学金は、これを徴収しない。

３．在籍料は、１学期分の金額とする。

４．登録料は、当該年度１回のみ徴収する。

５．履修料は、１単位あたりの金額とする。

６．研修料は、１学期分については当該金額の半額とする。ただし、関西外国語大学・関西外国語大学

　短期大学部留学規程第３条に規定する海外の協定締結大学または教育機関からの学生等および本学が

　認めた者は、これを徴収しない。

７．別表第４に規定するもののほか、教育に必要な費用を徴収することがある。

対象年度入学者 区　分 納付金種別 金  額

全学生対象

博士前期課程 入学検定料 ３０,０００ 円

博士後期課程 入学検定料 ３０,０００ 円

研   究   生 受入検定料 １０,０００ 円

科目等履修生 受入検定料

対象年度入学者 区　分 納付金種別 金  額（年額）

全学生対象

博士前期課程

入　学　金 ２５０,０００ 円

授　業　料 ５００,０００ 円

科目等履修生
登　録　料 １０,０００ 円

履　修　料 １０,０００ 円

研   究   生

博士後期課程

入　学　金

教育充実費 １５０,０００ 円

２５０,０００ 円

授　業　料 ５００,０００ 円

研　修　料 ４０,０００ 円

教育充実費 １５０,０００ 円

１０,０００ 円

休 　学 　者 在　籍　料 ５０,０００ 円

登　録　料 １０,０００ 円
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